
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）

目

次

規

則

〇
福
島
県
中
小
企
業
高
度
化
資
金
の
貸
付
け
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則

三
四

告

示

○
土
壌
汚
染
対
策
法
に
よ
り
要
措
置
区
域
及
び
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
の
指
定

を
解
除
す
る
件

三
四

〇
救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
に
よ
り
救
急
病
院
を
認
定
し
た
件

三
五

〇
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ

た
件

三
五

〇
土
地
改
良
法
に
よ
り
換
地
計
画
を
定
め
た
件

三
五

〇
林
業
種
苗
法
に
よ
り
生
産
事
業
者
の
登
録
を
し
た
件

三
五

〇
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
件

三
六

〇
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
件

三
六

公

告

〇
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
件

三
七

〇
土
地
改
良
区
の
役
員
が
就
退
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件

三
七

〇
土
地
改
良
区
の
役
員
が
就
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件

三
七

〇
都
市
計
画
の
変
更
に
係
る
関
係
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
件
三
件

三
七

規

則

福
島
県
中
小
企
業
高
度
化
資
金
の
貸
付
け
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。平

成
二
十
七
年
一
月
二
十
七
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

福
島
県
規
則
第
二
号

福
島
県
中
小
企
業
高
度
化
資
金
の
貸
付
け
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
中
小
企
業
高
度
化
資
金
の
貸
付
け
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
三
年
福
島
県
規
則
第
二
十
九

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
号
中
「
同
項
第
十
九
号
」
を
「
同
項
第
二
十
号
」
に
、
「
同
項
第
三
号
ロ
若
し
く
は
ハ

又
は
十
二
号
」
を
「
同
項
第
三
号
ハ
又
は
第
十
一
号
」
に
改
め
る
。

第
四
条
第
三
項
第
十
号
中
「
認
定
特
定
民
間
中
心
市
街
地
活
性
化
事
業
計
画
」
の
下
に
「
若
し
く
は

中
心
市
街
地
活
性
化
法
第
五
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
認
定
特
定
民
間
中
心
市
街
地
経
済
活
力
向
上

事
業
計
画
」
を
加
え
、
同
項
第
十
一
号
中
「
認
定
特
定
民
間
中
心
市
街
地
活
性
化
事
業
計
画
」
の
下
に

「
又
は
中
心
市
街
地
活
性
化
法
第
五
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
認
定
特
定
民
間
中
心
市
街
地
経
済
活

力
向
上
事
業
計
画
」
を
加
え
る
。

別
表

の
項
中
「認

定
特
定
民
間
中
心
市
街
地
活
性
化
事
業
計
画

」
の
次
に
「若

し
く
は
中
心
市
街

12

地
活
性
化
法
第

51条第
１
項
に
規
定
す
る
認
定
特
定
民
間
中
心
市
街
地
経
済
活
力
向
上
事
業
計
画

」
を

加
え
、
同
表

の
項
中
「第

15条第
１
項
第

19号

」
を
「第

15条第
１
項
第

20号

」
に
改
め
、
同
表

13

14

の
項
中
「第

15条第
１
項
第

19号

」
を
「第

15条第
１
項
第

20号

」
に
、
「同

項
第
３
号
ハ

」
の
次
に

「又
は

12の項

」
を
加
え
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
後
の
福
島
県
中
小
企
業
高
度
化
資
金
の
貸
付
け
に
関
す
る
規
則
の
規
定
は
、
こ
の
規
則
の
施

行
の
日
以
後
の
資
金
の
貸
付
け
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
貸
し
付
け
た
資
金
に
つ
い
て
は
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
経
営
金
融
課
）

告

示

福
島
県
告
示
第
三
十
九
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
り
、

特
定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
い
る
区
域
の
指
定
の
一
部
を
次
の
と
お
り
解
除
す
る
。

平
成
二
十
七
年
一
月
二
十
七
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

法
第
六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お
り
、
当
該
汚
染
に

よ
る
人
の
健
康
に
係
る
被
害
を
防
止
す
る
た
め
当
該
汚
染
の
除
去
、
当
該
汚
染
の
拡
散
の
防
止
そ
の

他
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
必
要
な
区
域
の
指
定
の
一
部
を
次
の
と
お
り
解
除
す
る
。

１

指
定
を
解
除
す
る
区
域

会
津
若
松
市
門
田
町
大
字
飯
寺
字
村
西
五
百
番
の
一
部
で
次
の
図
に
示
す
区
域

２

指
定
を
解
除
す
る
区
域
に
お
い
て
土
壌
の
汚
染
状
態
が
土
壌
溶
出
量
基
準
（
土
壌
汚
染
対
策
法

施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
九
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
又
は
土
壌
含
有
量
基
準
（
同
条
第
二
項
の
基
準
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
適
合
し
て

い
な
か
っ
た
特
定
有
害
物
質
（
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
有
害
物
質
を
い
う
。
以
下
同

───────────────────────────────────────────────────────────
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じ
。
）
の
種
類

㈠

土
壌
溶
出
量
基
準
に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特
定
有
害
物
質
の
種
類

砒
素
及
び
そ
の
化
合
物
並
び
に
鉛
及
び
そ
の
化
合
物

ひ

㈡

土
壌
含
有
量
基
準
に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特
定
有
害
物
質
の
種
類

な
し

３

講
じ
ら
れ
た
汚
染
の
除
去
等
の
措
置

土
壌
溶
出
量
基
準
に
適
合
し
な
い
特
定
有
害
物
質
に
汚
染
さ
れ
た
土
壌
の
掘
削
除
去

二

法
第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
区
域
の
指
定
を
次
の
と
お
り
解
除
す
る
。

１

指
定
を
解
除
す
る
区
域

会
津
若
松
市
門
田
町
大
字
飯
寺
字
村
西
五
百
番
の
一
部

２

指
定
を
解
除
す
る
区
域
に
お
い
て
土
壌
の
汚
染
状
態
が
土
壌
溶
出
量
基
準
又
は
土
壌
含
有
量
基

準
に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特
定
有
害
物
質
の
種
類

㈠

土
壌
溶
出
量
基
準
に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特
定
有
害
物
質
の
種
類

な
し

㈡

土
壌
含
有
量
基
準
に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特
定
有
害
物
質
の
種
類

鉛
及
び
そ
の
化
合
物

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
福
島
県
生
活
環
境
部
環
境
共
生
総
室
水
・
大
気
環
境
課

及
び
福
島
県
会
津
地
方
振
興
局
県
民
環
境
部
環
境
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

（
水
・
大
気
環
境
課
）

福
島
県
告
示
第
四
十
号

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号
）
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
病
院
を
平
成
二
十
七
年
一
月
十
七
日
救
急
病
院
と
し
て
認
定
し
た
。

平
成
二
十
七
年
一
月
二
十
七
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

名
称

所
在
地

認
定
有
効
期
限

独
立
行
政
法
人
地
域
医
療
機
能

二
本
松
市
成
田
町
一
―
五
五
三

平
成
三
〇
年
一
月
一
六
日

推
進
機
構
二
本
松
病
院

（
地
域
医
療
課
）

福
島
県
告
示
第
四
十
一
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
規

模
小
売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。
な
お
、
当
該
届
出
を
平
成
二
十
七
年
一

月
二
十
七
日
か
ら
同
年
五
月
二
十
七
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
、

福
島
県
い
わ
き
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
い
わ
き
市
商
工
観
光
部
商

工
労
政
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
七
年
一
月
二
十
七
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

岡
小
名
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

福
島
県
い
わ
き
市
小
名
浜
岡
小
名
字
岸
前
五
十
三
の
一
ほ
か

二

変
更
し
た
事
項

１

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
代
表
者
の
氏
名

（
変
更
前
）
日
本
化
成
株
式
会
社

代
表
取
締
役

松
永

正
大

（
変
更
後
）
日
本
化
成
株
式
会
社

代
表
取
締
役

中
村

英
輔

２

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ

て
は
代
表
者
の
氏
名

（
変
更
前
）
別
紙
書
面
の
と
お
り

（
変
更
後
）
別
紙
書
面
の
と
お
り

三

変
更
し
た
年
月
日

１

平
成
二
十
二
年
六
月
二
十
五
日

２

別
紙
書
面
の
と
お
り

四

届
出
年
月
日

平
成
二
十
七
年
一
月
十
九
日

五

届
出
を
し
た
者

日
本
化
成
株
式
会
社

（
「
別
紙
書
面
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
書
面
を
縦
覧
場
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
）

福
島
県
告
示
第
四
十
二
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

大
槻
地
区
の
県
営
区
画
整
理
事
業
に
係
る
換
地
計
画
を
定
め
た
。
こ
の
定
め
に
係
る
関
係
書
類
を
次
の

と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
七
年
一
月
二
十
七
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

換
地
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
の
期
間

平
成
二
十
七
年
一
月
二
十
八
日
か
ら
（
二
十
日
間
）

同

年
二
月
十
六
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

田
村
市
役
所

（
農
地
管
理
課
）

福
島
県
告
示
第
四
十
三
号

林
業
種
苗
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
───────────────────────────────────────────────────────────
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
生
産
事
業
者
の
登
録
を
し
た
。

平
成
二
十
七
年
一
月
二
十
七
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

生
産
事
業
者
の

登
録
番
号

氏
名
又
は
名
称

生
産
事
業
の
内
容

事
業
所
の
所
在
地

登
録
年
月
日

及
び
住
所

福
島
県
五

株
式
会
社
福
島

幼
苗
の
育
成
及
び

福
島
市
町
庭
坂
字

平
成
二
七
年
一
月
一

六
四

植
物
園

代
表

幼
苗
以
外
の
苗
木

大
膳
橋
一
九
番
地

四
日

取
締
役

松
浦

の
育
成

の
五

進福
島
市
町
庭
坂

字
大
膳
橋
一
九

番
地
の
五

（
森
林
整
備
課
）

福
島
県
告
示
第
四
十
四
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
。

平
成
二
十
七
年
一
月
二
十
七
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一
１

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

い
わ
き
市
久
之
浜
町
末
続
字
下
長
沢
三
一
、
三
二
、
四
三
か
ら
四
七
ま
で
、
四
九
、
五
二
、
五

三
、
五
四
の
三
、
五
六
の
一
、
五
七
の
一
、
五
九
、
六
〇
の
一
か
ら
六
〇
の
三
ま
で
、
六
一
の
一
、

六
三
の
一
、
六
五
、
六
六
、
六
八
の
一
、
六
九
の
一
、
七
〇
、
七
一
、
七
三
、
九
二
、
字
岸
内
一

二
一
、
一
二
二
、
字
深
谷
九
二
の
一
、
久
之
浜
町
金
ケ
沢
字
小
浜
二
九
、
三
〇
の
一
、
三
〇
の
三
、

三
四
の
二
、
字
腰
目
作
一
三
か
ら
一
五
ま
で
、
一
八
、
字
戸
ノ
入
七
七
か
ら
七
九
ま
で

２

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

風
害
の
防
備

３

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

㈠

立
木
の
伐
採
の
方
法

⑴

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

字
下
長
沢
四
三
・
五
三
（
以
上
二
筆
、
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、
五
四
の
三
、

六
九
の
一
・
七
〇
・
七
三
（
以
上
三
筆
、
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、
字
岸
内
一
二

二
、
字
深
谷
九
二
の
一
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、
字
小
浜
三
〇
の
一
、
三
〇
の

三
、
三
四
の
二
、
字
腰
目
作
一
三
か
ら
一
五
ま
で
・
一
八
（
以
上
４
筆
、
次
の
図
に
示
す
部

分
に
限
る
。
）
、
字
戸
ノ
入
七
七
、
七
八
、
七
九
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

⑵

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

⑶

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
い
わ
き
市
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る

標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

⑷

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

㈡

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

二
１

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

い
わ
き
市
久
之
浜
町
久
之
浜
字
須
賀
二
七
の
三
、
二
七
の
七
、
二
八
の
一
、
二
八
の
三
、
久
之

浜
町
末
続
字
下
長
沢
四
三
・
五
三
（
以
上
二
筆
、
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、
五
四
の
三
、

六
九
の
一
・
七
〇
・
七
三
（
以
上
三
筆
、
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、
字
岸
内
一
二
二
、

字
深
谷
八
八
の
五
、
八
八
の
六
、
九
二
の
一
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、
久
之
浜
町
金

ケ
沢
字
小
浜
三
〇
の
一
、
三
〇
の
三
、
三
四
の
二
、
字
腰
目
作
一
三
か
ら
一
五
ま
で
・
一
八
（
以

上
四
筆
、
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、
字
戸
ノ
入
七
七
、
七
八
、
七
九
（
次
の
図
に
示
す

部
分
に
限
る
。
）

２

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

潮
害
の
防
備

３

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

㈠

立
木
の
伐
採
の
方
法

⑴

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

⑵

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
い
わ
き
市
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る

標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

⑶

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

㈡

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
福
島
県
農
林
水

産
部
森
林
林
業
総
室
森
林
保
全
課
及
び
い
わ
き
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

（
森
林
保
全
課
）

福
島
県
告
示
第
四
十
五
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
喜
多
方
建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
七
年
一
月
二
十
七
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供

す
る
。平

成
二
十
七
年
一
月
二
十
七
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

変
更
前

敷
地
の
幅
員

延

長

路
線
名

区

間

変
更
後

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

の
別
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県
道
喜
多

喜
多
方
市
塩
川
町
吉
沖
字

変
更
前

八
・
二
〜

一
、
〇
二
〇
・
〇

方
会
津
坂

亀
ヶ
台
一
九
一
九
番
地
先

二
八
・
八

下
線

か
ら

同

市
塩
川
町
四
奈
川

変
更
後

一
〇
・
六
〜

一
、
〇
二
〇
・
〇

字
西
鎧
召
二
三
番
地
先
ま

三
三
・
五

で

（
道
路
計
画
課
）

公

告

公
告
第
二
十
三
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
非
営
利

活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
七
年
一
月
二
十
七
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
七
年
一
月
十
五
日

二

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ぬ
く
森

三

代
表
者
の
氏
名

長
沢

格

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

福
島
県
伊
達
市
保
原
町
字
久
保
四
十
七
番
地
三

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
障
が
い
者
に
対
し
て
自
立
支
援
を
目
的
と
し
、
生
活
援
助
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、

健
や
か
に
暮
ら
せ
る
地
域
づ
く
り
と
そ
の
他
の
日
常
生
活
上
の
援
助
の
福
祉
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目

的
と
す
る
。

（
文
化
振
興
課
)

公
告
第
二
十
四
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
区
法
の
役
員
が
退
任
し
、
及
び
就
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
七
年
一
月
二
十
七
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

土
地
改
良
区
の
名
称

昭
和
村
土
地
改
良
区

退
任
し
た
役
員

役
別

氏
名

住
所

理
事

五
十
嵐

洋
一

大
沼
郡
昭
和
村
大
字
大
芦
字
中
見
沢
一
六
番
地

就
任
し
た
役
員

理
事

星

三
男

大
沼
郡
昭
和
村
大
字
大
芦
字
宮
田
一
五
八
二
番
地
の
一
〇

（
農
村
計
画
課
）

公
告
第
二
十
五
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
就
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
七
年
一
月
二
十
七
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

土
地
改
良
区
の
名
称

葉
町
土
地
改
良
区

就
任
し
た
役
員

役
別

氏
名

住
所

監
事

渡
邉

秀
幸

双
葉
郡

葉
町
大
字
山
田
岡
字
寺
西
二
番
地

（
農
村
計
画
課
）

公
告
第
二
十
六
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
で
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
国
見
町
か
ら
県
北
都
市
計
画
地
区
計
画
の
変
更
に
係
る
関
係
図
書
の
写
し
の
送

付
を
受
け
た
の
で
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
七
年
一
月
二
十
七
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

縦
覧
に
供
す
る
図
書

総
括
図
、
計
画
図
及
び
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
場
所

福
島
県
土
木
部
都
市
総
室
都
市
計
画
課
及
び
福
島
県
県
北
建
設
事
務
所
企
画
管
理
部
企
画
調
査
課

（
都
市
計
画
課
）

公
告
第
二
十
七
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
で
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
い
わ
き
市
か
ら
い
わ
き
都
市
計
画
道
路
の
変
更
に
係
る
関
係
図
書
の
写
し
の
送

付
を
受
け
た
の
で
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
七
年
一
月
二
十
七
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

縦
覧
に
供
す
る
図
書

総
括
図
、
計
画
図
及
び
計
画
書
の
写
し

�

�
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二

縦
覧
場
所

福
島
県
土
木
部
都
市
総
室
都
市
計
画
課
及
び
福
島
県
い
わ
き
建
設
事
務
所
企
画
管
理
部
企
画
調
査

課

（
都
市
計
画
課
）

公
告
第
二
十
八
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
で
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
い
わ
き
市
か
ら
い
わ
き
都
市
計
画
公
園
の
変
更
に
係
る
関
係
図
書
の
写
し
の
送

付
を
受
け
た
の
で
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
七
年
一
月
二
十
七
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

縦
覧
に
供
す
る
図
書

総
括
図
、
計
画
図
及
び
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
場
所

福
島
県
土
木
部
都
市
総
室
都
市
計
画
課
及
び
福
島
県
い
わ
き
建
設
事
務
所
企
画
管
理
部
企
画
調
査

課

（
都
市
計
画
課
）


